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Ⅸ クイックシルバー式ＭＸⅡＪ－Ｒ５０３Ｌ型 超軽量動力機

Ⅹ 新 日 本 ヘ リ コ プ タ ー 株 式 会 社 所 属 ＪＡ６７１５

平成１５年 １ 月３１日

航空・鉄道事故調査委員会



本報告書の調査は、クイックシルバー式ＭＸＬⅡＴｏｐ－Ｒ５８２Ｌ型

超軽量動力機他９件の航空事故に関し、航空・鉄道事故調査委員会設置法

及び国際民間航空条約第１３附属書にしたがい、航空・鉄道事故調査委員

会により、航空事故の原因を究明し、事故の防止に寄与することを目的と

して行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

航空・鉄道事故調査委員会

委員長 佐 藤 淳 造



Ⅳ 個人所属 ＪＡ２５６５
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航空事故調査報告書

所 属 個人

型 式 アレキサンダー・シュライハー式ＡＳＷ２４型（滑空機、単座）

登録記号 ＪＡ２５６５

発生日時 平成１４年６月２日 １４時１２分ごろ

発生場所 栃木県宇都宮市柳田町

平成１４年１１月２７日

航空・鉄道事故調査委員会（航空部会）議決

委 員 長 佐 藤 淳 造（部会長）

委 員 勝 野 良 平

委 員 加 藤 晋

委 員 松 浦 純 雄

委 員 垣 本 由紀子

委 員 山 根 三郎

１ 航空事故調査の経過

１.１ 航空事故の概要

ＪＡ２５６５は、平成１４年６月２日（日 、慣熟飛行のため、機長が搭乗して小）

山絹滑空場から飛行機曳航により発航し、同滑空場の北約５０kmに位置する矢板イン

ターチェンジ付近まで飛行した。その後、同滑空場に戻る途中に高度を失ったため、

１４時１２分ごろ、宇都宮場外離着陸場に着陸しようとした際、同場外離着陸場の南

約２５０ｍの雑木林に墜落した。

搭乗者の死傷 機長 重傷

航空機の損壊 機体 中破

１.２ 航空事故調査の概要

主管調査官ほか１名の航空事故調査官が、平成１４年６月３日及び４日、現場調査

及び口述調査を実施した。
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原因関係者から意見聴取を行った。

２ 認定した事実

２.１ 航空機乗組員等に関する情報

機長 男性 ４４歳

自家用操縦士技能証明書（滑空機） 第１３２７１号

限定事項 上級滑空機 昭和６３年１１月１５日

（ ）総飛行時間 １,４００時間００分 発航回数 不明

（ ）最近３０日間の飛行時間 １１時間３０分 発航回数 ２回

（ ）同型式機による飛行時間 １８６時間０６分 発航回数 ５６回

（ ）最近３０日間の飛行時間 １１時間３０分 発航回数 ２回

（ 。）上記時間は機長の口述による

２.２ 航空機に関する情報

2.2.1 滑空機

型 式 アレキサンダー・シュライハー式ＡＳＷ２４型

総飛行時間 ７４４時間３９分

事故当時の重量及び重心位置 ３２５.７kg、３２０mmと推算され、許容

範囲内と推定される。

（付図２参照）

2.2.2 航空機各部の損壊の状況

(1) 胴体 機首損傷、尾部折れ曲がり

(2) 主翼 右主翼は、胴体取付部から破断分離

左主翼は、折損

（写真１参照）

２.３ 気象に関する情報

宇都宮場外離着陸場（以下「宇都宮場外」という ）にいた目撃者によれば、事故。

当時の気象は次のとおりであった。

天気 晴れ、風向 北東、風速 ５～６m/s、視程 良好



- 3 -

２.４ 現場調査

2.4.1 現場の状況

事故現場は、宇都宮市の鬼怒川河川敷にある柳田緑地運動公園に隣接した雑木林

の中であった。同公園の北に宇都宮場外があり、同機は宇都宮場外の滑走路南端か

ら南側約２５０ｍ離れた所にある高さ約１０ｍの樹木付近に、機首を磁方位約０８０°

に向けて停止していた。

機首部分の計器板とキャノピーを含む上側部分は、胴体から破断分離し、下側部

分は、破損していた。機首付近の地面は、半径約１ｍ、深さ約３０cmのくぼみが生

じていた。

右主翼は、胴体の取付部付近から破断分離し、機首の前方に、胴体とほぼ平行に

落下していた。左主翼は、翼端から約１ｍ及び約１.９ｍの前縁部を樹木の枝に接

触させており、枝が折れて翼にめり込んでいた。

2.4.2 飛行の経過

事故に至るまでの経過は、機長及び目撃者によれば概略次のとおりであった。

(1) 機長

１１時３０分ごろ、小山絹滑空場を曳航機で曳航され、高度約２,０００

ftで離脱後、同滑空場付近の上昇気流によって高度約６,０００ftまで上昇

した。その後、宇都宮を高度約４,０００ftで通過し、氏家滑空場から東北

自動車道の矢板インターチェンジまで飛行した。そこで旋回して小山絹滑空

場への帰路、氏家滑空場の上空を高度約３,０００ftで通過後、宇都宮まで

飛行したが、その間に高度を約２,０００ft失った。

宇都宮場外の南約１km付近で、高度を獲得するため旋回を繰り返したが、

高度は約１,５００ftまでしか至らなかった。このため、宇都宮場外に着陸

することを決断した。

この時、他機の離着陸状況がわからなかったので、そのまま南側から進入

しないで、ダウンウインドを作って進入しようとした。このため、宇都宮場

外の東側の地点まで飛行した。この時、高度計は約５００ftを指示していた

が、目測では高度が異常に低いと思った。これは、高度計を小山絹滑空場の

標高を０ftとして規正していたため、５００ftを指示したもので、実際の対

地高度は約２００ftしかなかった。しかし、この時点ではそのことを忘れて

いた。

宇都宮場外の東側で左旋回し、ダウンウインドを作り、宇都宮場外の南側

から進入しようとしたが、飛行高度を誤ったことに加え、ダウンウインドを

飛行中には気流による沈下もあり、あせってしまった。このため、ショート
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カットしてバンク角を３０°～４０°くらいにとって、同滑走路に進入しよ

うとしたところ、目前に木立が見えた。そこで、そのまま樹木に接触して前

方へ転倒してしまうか、操縦桿を引いて失速してしまうか迷ったが、結局は

操縦桿を引いて失速してしまった。

事故発生時まで、機体や機体をコントロールする系統に異常はなかった。

、 、 、失速時の高度は 約１０ｍくらいだったので 致命的とはならないと考え

両足と両手を踏ん張って、頭部と腹部を強打しないようにしたが、手と足は

骨折してしまった。

ダウンウインド中は、追い風だったが、ファイナルは向かい風であった。

宇都宮場外に着陸した経験はなく、今回が初めてであった。

(2) 宇都宮場外にいた目撃者

同機は、宇都宮場外の南側で、高度を確保しようとしていたようで何回も

旋回をしていた。その後、宇都宮場外東側の鬼怒川上空に近づいてきて、宇

都宮場外のちょうど半分くらいまで飛行してきた後、南へ引き返した。

宇都宮場外の南端付近で、同機の高度は、かなり低いまま旋回を始め、大

きなバンクを取ったまま墜落した。

同機の高度が低くなっていたので、機首を下げれば宇都宮場外に届かない

ので、機首をちょっと上げたようにも見えた。

風は、東又は北東であった。

（付図１及び写真２参照）

２.５ ＧＰＳ受信機の記録解析

同機には、記録可能なＧＰＳ受信機が搭載されており、発航から墜落まで、時刻及

び緯経度による位置情報等が次のとおり記録されていた。

同機は１１時２２分ごろ発航し、同４５分ごろ高度約６,０００ftに到達後、

約４５分間、小山絹滑空場付近を飛行していたことが記録されていた。

小山絹滑空場付近を離れ、北へ向けて飛行し、宇都宮場外及び氏家滑空場付近

を経由して矢板インターチェンジ付近まで飛行していたことが記録されていた。

１３時１２分ごろ、矢板インターチェンジを旋回し、同４０分ごろ再び宇都宮

場外付近を通過後、同４３分ごろから約３０分間、宇都宮場外の南１km付近で旋

回を繰り返し、１４時１０分ごろ、宇都宮場外に進入着陸を開始して、同１２分

ごろ、墜落地点に達したことが記録されていた。

なお、着陸進入のために飛行していたと推定される宇都宮場外の東側での高度

は、対地高度約２００ftであることが記録されていた。
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２.６ その他必要な事項

本飛行に関し、航空法第９７条第２項に基づく飛行計画は通報されていなかった。

３ 事実を認定した理由

３.１ 現場の状況、機体の損傷状況、機長の口述及びＧＰＳ受信機の記録解析等か

ら、同機は、１１時３０分ごろ慣熟飛行のため小山絹滑空場を発航し、矢板イ

ンターチェンジ付近まで飛行後、同滑空場へ戻る途中に高度を維持できなくな

り、同滑空場まで帰着できないと判断し、宇都宮場外への着陸を試みた。その

際、低高度での着陸進入となり、１４時１２分ごろ柳田緑地運動公園に隣接す

る雑木林の中に墜落して、機体を損傷し、機長が負傷したものと推定される。

３.２ 機長の口述から、同機が低高度で着陸進入したのは、機長が高度計を０ftに

規正した小山絹滑空場（標高約１０８ft）と宇都宮場外（標高約３９７ft）付

近との標高差により、高度計の指示値が実際の対地高度よりも高く表示される

ことを失念していたこと、及び宇都宮場外に着陸した経験がなかったため目測

による高度判定を誤ったことによるものと推定される。

３.３ 機長及び目撃者の口述並びにＧＰＳ受信機の記録解析から、同機は、宇都宮

場外に進入するため、ダウンウインドを低高度で飛行中、宇都宮場外に届かな

いと判断したためショートカットをしようと大きなバンク角を取ったこと、及

び樹木との接触を避けようとして操縦桿を引いたことによって失速し、墜落し

たものと推定される。

４ 原 因

本事故は、同機が宇都宮場外に低高度で着陸進入しようとした際、大きなバンク角

、 、を取ったこと 及び樹木を避けようとして操縦桿を引いたことによって失速したため

墜落し、機体を損傷して機長が負傷したことによるものと推定される。

なお、着陸進入時に低高度となったのは、機長が高度計を０ftに規正した小山絹滑

空場と宇都宮場外付近との標高差により高度計の指示値が実際の対地高度よりも高く

表示されることを失念していたこと、及び宇都宮場外に着陸した経験がなかったため
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目測による対地高度の判定を誤ったことによるものと推定される。
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付図１ 推定飛行経路図 
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付図２ アレキサンダー・シュライハー式 
ＡＳＷ２４型三面図 
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写真１ 事故機 

写真２ 接触した樹木 

事故機の尾翼 

避けようとした樹木 

尾部の折れ曲がり 
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